
ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

0
0
0
人
で
、

ナ
ウ
ル
共
和
国
は
、
我
が
国
の
南
東
に
位
置
し
、

ナ
ウ
ル
共
和
国

(
R
e
p
u
b
l
i
c
o
f
 N
a
u
r
u
)
 

は

じ

め

に

一
．
は
じ
め
に

―
一
．
刑
事
裁
判
制
度

―
―
-
．
一
九
九
九
年
刑
事
司
法
法

四
．
お
わ
り
に

九

(
J
o
h
n
 F
e
a
r
n
)

が
初
め
て
で
あ
り
、

(
1
)
 

一
九
九
九
年
刑
事
司
法
法

(
C
r
i
m
i
n
a
こ
ustice
A
c
t
 1
9
9
9
)
 

禁
刑

(
i
m
p
r
i
s
o
n
m
e
n
t
)

を
他
の
刑
事
制
裁
に
積
極
的
に
代
替
す
る
方
策
が
導
入
さ
れ
た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国

(
R
e
p
u
b
l
i
c
o
f
 M
a
r
s
h
a
 =
 
Islands) 

約
―
二

km
の
ナ
ウ
ル
島
一
島
か
ら
な
る
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
国
家
で
、
世
界
で
三
番
目
に
面
積
の
小
さ
な
国
で
あ
る
。
人
口
は
、
約
―
二
、

や
は
り
世
界
で
三
番
目
に
人
口
が
少
な
い
国
で
あ
る
。

ナ
ウ
ル
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
到
達
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ー
ン

に
お
い
て
は
、

永

ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

田

(
1
0
五
七
）

憲

の
南
に
あ
る
面
積

に
よ
り
、
拘

史

一
七
九



資
金
洗
浄

(
m
o
n
e
y
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
)
 

行
し
た
。
そ
の
後
、
我
が
国
が
敗
れ
る
と
、

な
っ
た
も
の
の
、

な
っ
た
。

関
法

ナ
ウ
ル
だ
け
は
、

有
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
争
っ
た
。

第
五
七
巻
六
号

(
2
)
 

八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ナ
ウ
ル
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

一
九
四
七
年
に
、

地
域
を
無
血
占
領
し
た
。
他
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
々
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

一
九
六
八
年
に
独
立

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
の

一
九
四
一
二
年
に
は
、
当
時
の
全
島
民
一
‘
―

1
0
0
人
を
強
制
連

の
裁
定
に
よ
り
、
こ
の
地
は
ド
イ
ツ
の
保
護
領
と

一
八
六

0
年
代
以
降
、
欧
米
の
商
社
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
進
出
す
る
と
、

一
九
―
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
と
、
我
が
国
は
、
日
英
同
盟
を
理
由
に
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

二
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
四
二
年
、
我
が
国
は
、

国
共
同
の
国
際
連
合
の
信
託
統
治
領
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ナ
ウ
ル
の
憲
法
制
定
会
議
に
よ
り
憲
法
が
制
定
さ
れ
、

(
3
)
 

し
た
。
独
立
後
、
し
ば
ら
く
は
燐
鉱
石
の
産
出
、
輸
出
、
そ
の
収
入
に
よ
る
投
資
利
益
で
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
、

燐
鉱
石
が
枯
渇
寸
前
と
な
っ
た
上
、
投
資
に
失
敗
し
、
経
済
的
な
先
行
き
が
大
い
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、

国
籍
取
得
条
件
を
事
実
上
廃
止
し
た
り
、
金
融
規
制
の
ほ
と
ん
ど
を
撤
廃
し
た
り
し
て
海
外
か
ら
の
投
資
を
集
め
よ
う
と
し
た
も
の
の
、

A
c
t
i
v
i
t
y
 T
a
s
k
 F
o
r
c
e
;
 
F
A
T
F
)
 

見
ら
れ
な
い
と
し
て
、
初
め
て
対
抗
拮
置
発
動
を
決
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
我
が
国
も
、
二

0
0
二
年
一
月
、
対
抗
措
置
発
動
の
国

内
措
置
を
実
施
し
た
。
そ
の
後
、

一
八
八
五
年
の
教
皇
レ
オ
一
三
戦

(
L
e
o
Xill) 

(
1
0
五
八
）

ス
ペ
イ
ン
と
ド
イ
ツ
が
こ
の
地
の
領

一
九
二

0
年
の
国
際
連
盟
の
発
足
と
同
時
に
、
我
が
国
の
委
任
統
治
領
と

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

ナ
ウ
ル
を
占
領
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
三
国
共
同
の
委
任
統
治
領
と
な
っ
た
。
第

に
利
用
さ
れ
る
と
の
批
判
を
受
け
た
。
―

1
0
0
0
年
六
月
、
金
融
活
動
作
業
部
会

(Finacial

は
、
非
協
力
国
・
地
域
リ
ス
ト
に
ナ
ウ
ル
共
和
国
を
掲
載
し
、
二

0
0
一
年
―
二
月
に
は
、
改
善
が

ナ
ウ
ル
共
和
国
は
、
金
融
規
制
に
関
す
る
方
針
を
撤
回
し
た
た
め
、
―

1
0
0
四
年
一

0
月
に
対
抗
措
置

が
解
除
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
済
の
混
乱
と
と
も
に
、
政
情
も
不
安
定
化
し
て
い
る
。

法
分
野
に
つ
い
て
見
る
と
、
南
太
平
洋
地
域
は
、
無
文
字
文
化
で
あ
っ
た
た
め
、
社
会
秩
序
に
関
す
る
準
則
は
、
不
文
法
で
あ
っ
て
、

九
四



ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

及
び
法
学
部

(
F
a
c
u
l
t
y
o
f
 A
r
t
s
 a
n
d
 L
a
w
)
 

口
頭
や
行
動
で
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、

国
際
連
盟
の
委
任
統
治
領
や
国
際
連
合
の
信
託
統
治
領
の
時
期
に
は
、

ナ
ウ
ル
の
統
治
を
実
質
的
に
行
な
っ
て
い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が

(
5
)
 

一
般
の
法
令
だ
け
で
な
く
、
基
本
法

(
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
l
a
w
)

を
制
定
し
、
改
正
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
も
あ
っ
て
、
ナ
ウ
ル

共
和
国
で
制
定
さ
れ
た
憲
法
及
び
法
令
、
慣
習
法
だ
け
で
な
く
、
独
立
時
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
有
効
で
あ
っ
た
多
く
の
制
定
法
、

(
6
)
 

ン
・
ロ
ー

(
c
o
m
m
o
n
l
a
w
)

や
衡
平
法

(equity)

が
法
源
と
な
っ
て
い
る
。
刑
法
は
、
一
八
九
九
年
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
刑
法

(
7
)
 

(
Q
u
e
e
n
s
l
a
n
d
 C
r
i
m
i
n
a
l
 C
o
d
e
 A
c
t
)

が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

名
を
と
っ
て
、

(
4
)
 

ナ
ウ
ル
で
は
、
列
強
諸
国
が
法
令
を
制
定
す
る
ま
で
、
成
文
法
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
。

ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び

(
8
)
 

ナ
ウ
ル
を
は
じ
め
、
大
英
帝
国
の
多
く
の
保
護
領
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
起
草
者
の

グ
リ
フ
ィ
ス
法
典

(Griffiths
C
o
d
e
)
 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

が
編
纂
し
た
草
案
に
基
づ
き
、

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(Sir 
S
a
m
u
e
l
 Griffith)

が
起
草
し
た
も
の
で
、

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

九
五

オ
セ
ア
ニ
ア
諸
国
の
よ
う
に
、
①
人
口
が
少
な
く
、
②
領
土
が
点
在
す
る
国
家
に
お
い
て
、
刑
事
司
法
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て

い
る
か
は
典
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
人
口
規
模
が
小
さ
く
、
刑
事
司
法
運
営
に
費
用
や
手
間
を
か
け
難
い
オ
セ
ア
ニ
ア
諸
国
の
刑
事
司
法

制
度
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
、
①
比
較
法
的
関
心
を
満
た
し
、
②
刑
種
の
少
な
い
我
が
国
に
新
た
な
刑
事
制
裁
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
、

③
将
来
、
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
が
犯
罪
者
の
処
罰
や
処
遇
を
行
な
う
際
に
役
立
つ
知
見
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
9
)

（

10) 

ト
ン
ガ
王
国
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
に
続
い
て
、
ナ
ウ
ル
共
和
国
の
一
九
九
九
年
刑
事
司
法
法
に
よ
る

取
組
み
を
紹
介
し
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
今
回
も
、
南
太
平
洋
大
学

(
T
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 o
f
 t
h
e
 S
o
u
t
h
 Pacific) 

の
法
学
科

(
S
c
h
o
o
l
o
f
 L
a
w
)
 

(Pacific 
I
s
l
a
n
d
s
 L
e
g
a
l
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 Institute ;
 Pa
c
L
I
I
)
 

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
グ
リ
フ
ィ
ス

の
人
文
科
学

の
関
連
施
設
で
あ
る
、
太
平
洋
島
嶼
法
情
報
研
究
所

(
1
0
五
九
）

(
P
a
c
L
I
I
 

(Sir J
a
m
e
s
 S
t
e
p
h
e
n
)
 

コ
モ
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(10) 

(11) 
ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

(
b
a
r
r
i
s
t
e
r
)

又
は
ソ
リ
シ
タ

―
一
．
刑
事
裁
判
制
度

九
七

(
1
0
六
一
）

拙
稿
「
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
の
刑
事
制
裁
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
七
巻
五
号
（
二

0
0
七
）
四
七
頁
以
下
。

http:/ ＼ paclii.org.vu ¥
．
ミ
ラ
ー
サ
イ
ト
は
、

http:/＼
 w
w
w
.
p
a
c
l
i
i
.
o
r
g
 ¥. 

(12) 

ま
ず
、
刑
事
制
裁
が
ど
の
よ
う
な
手
続
で
科
さ
れ
る
か
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
地
方
裁
判
所

(
D
i
s
t
r
i
c
t
C
o
u
r
t
)

が
通
常
第
一
審
と
な
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
家
の
規
模
が
小
さ

い
こ
と
も
あ
っ
て
、
刑
事
事
件
は
全
て
重
大
な
も
の
と
観
念
さ
れ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の
地
方
裁
判
所
の
管
轄
は
法

律
上
全
く
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
地
方
裁
判
所
で
は
刑
事
事
件
は
取
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

よ
り
任
命
さ
れ
る
上
級
裁
判
所
長
官

(
C
h
i
e
f
J
u
s
t
i
c
e
)
 

(14) 

現
在
、
全
て
の
刑
事
事
件
の
第
一
審
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
上
級
裁
判
所

(
S
u
p
r
e
m
e
C
o
u
r
t
)

で
あ
る
。
大
統
領

(
P
r
e
s
i
d
e
n
t
)

に

(15) 

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
原

則
と
し
て
ナ
ウ
ル
共
和
国
で
バ
リ
ス
タ

(16) 

な
い
。
ま
た
、
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
職
務
執
行
が
不
可
能
と
な
る
か
、
非
行

(
m
i
s
c
o
n
d
u
c
t
)

が
あ
り
、
議
会

(
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
)

の
三
分
の
一
―
以
上
の
賛
成
が
あ
っ
て
罷
免
さ
れ
た
り
、
大
統
領
に
辞
職
願
を
書
面
で
提
出
し
た
り
し
な
い
限
り
、
六
五
歳
の
定
年
ま
で
職

(17) 

務
を
執
行
す
る
。

上
級
裁
判
所
は
、

と
裁
判
官

(
j
u
d
g
e
)

(solicitor) 

と
し
て
五
年
以
上
活
動
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

(18) 

ナ
ウ
ル
共
和
国
憲
法
の
条
項
の
解
釈
又
は
有
効
性
の
判
断
に
つ
き
、
管
轄
を
有
す
る
。
ま
た
、
大
統
領
又
は
内
閣
の

承
認
を
得
た
司
法
大
臣

(
M
i
n
i
s
t
e
r
)

か
ら
、

ナ
ウ
ル
共
和
国
憲
法
の
条
項
の
解
釈
又
は
有
効
性
に
つ
い
て
、
質
問
が
な
さ
れ
た
場
合
、

上
級
裁
判
所
は
、
公
開
の
法
廷
で
そ
の
質
間
に
対
す
る
意
見
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
級
裁
判
所
判
事
一
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
事



実
認
定
や
量
刑
に
対
し
て
、
議
会
は
、
上
級
裁
判
所
判
事
―
一
人
以
上
で
構
成
さ
れ
る
合
議
体
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
ぎ
、
上
級
裁
判
所
判

事
二
人
以
上
で
構
成
さ
れ
る
合
議
休
に
よ
り
な
さ
れ
た
事
実
認
定
や
量
刑
に
対
し
て
、
議
会
は
、

(20) 

る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

判
所
に
司
法
権
の
行
使
を
委
ね
る
珍
し
い
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
主
権
の
関
係
か
ら
、

は
、
管
轄
を
有
さ
ず
、
原
則
と
し
て
、
事
実
認
定
や
法
律
の
解
釈
に
関
わ
る
場
合
に
の
み
、
管
轄
を
有
す
る
。
量
刑
に
つ
い
て
は
、
高
等

裁
判
所
だ
け
が
上
訴
の
際
の
管
轄
を
有
す
る
と
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
、
管
轄
を
有
す
る
。

(21) 

こ
れ
ら
以
外
に
、
家
族
裁
判
所

(
F
a
m
i
l
y
C
o
u
r
t
)

が
あ
る
が
、
家
事
事
件
の
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
で
あ
っ
て
、
刑
事
裁
判
が
行
な

(12)

詳
し
く
は
、

Care,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
,
 
at 2
9
3ー

2
9
6
.

(13)

上
級
裁
判
所
長
官
の
同
意
を
得
て
、
大
統
領
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
常
勤
治
安
判
事

(resident
magistrate)

に
加
え
て
、
三
人
以
上
の
陪
席

治
安
判
事

(lay
M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
)

で
構
成
さ
れ
る
。
陪
席
治
安
判
事
は
、
パ
ラ
リ
ー
ガ
ル
た
る
法
務
代
理
人

(pleader)

の
資
格
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

Deklin,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
,
 
at 1
4
8
;
 
S
e
e
 Art. 5
6
 T
h
e
 Constitution of Nauru・

南
太
平
洋
地
域
で
は
、
下
級
裁
判
所
の
概
要
を
憲

法
で
定
め
て
い
な
い
国
が
多
い
。

Care,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
,
 
at 1
8
,
 

100. 

(14) 

Art. 4
8
 T
h
e
 Constitution of Nauru・ 

(15) 
Art. 4
9
 (1
)

,

 
(

2

)

 

T
h
e
 Constitution of N
a
u
r
u
.
 

(16) 
Art. 4
9
 (
3

)

 

T
h
e
 Constitution of N
a
u
r
u
.
 
法
曹
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ニ
―
歳
以
上
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
バ
リ
ス
タ
又
は
ソ
リ
シ
タ
と
し
て
活
動
し
た
経
験
が
あ
る
か
、
法
律
の
学
位
を
有
す
る
者
で
、
上
級

裁
判
所
長
官
へ
申
立
書
を
提
出
し
、
司
法
大
臣
の
意
見
を
参
考
に
し
た
上
級
裁
判
所
長
官
に
よ
り
、
バ
リ
ス
タ
又
は
ソ
リ
シ
タ
と
し
て
の
活
動
を

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

上
級
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
審
と
な
る
の
が
、

関

法

第

五

七

巻

六

号

ナ
ウ
ル
共
和
国
憲
法
の
解
釈
に
関
わ
る
場
合

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
高
等
裁
判
所

(
H
i
g
h
C
o
u
r
t
)
 
で
あ
る
。
独
立
国
家
が
他
国
の
裁

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
裁
判
所
に
上
訴
す

九
八

(
1
0
六
二
）



ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

保
護
観
察
（
更
生
保
護
法
四

0
条
、
四
八
条
三
号
）

一
項
一
号
、
更
生
保
護
法
四
八
条
一
号
）

九
九

(
1
0
六
三
）

一
九
九
九
年
刑
事
司
法
法
が
規
定
ず
る
三
つ
の
制
裁
の
う
ち
、

釈
放
す
る
こ
と
で
、
拘
禁
刑
の
刑
期
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
拘
禁
刑
の
執
行
を
す
る
こ
と
な
く
、
拘
禁
刑
を
代
替
す
る
プ
ロ
ベ
ー

に
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
国
で
は
、
保
護
処
分
（
少
年
法
二
四
条

と
し
て
の
も
の
を
除
い
て
、
保
護
観
察
は
、
独
立
の
刑
事
制
裁
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
奉
仕

命
令
も
刑
事
制
裁
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
奉
仕
命
令
に
焦
点
を
当
て
て
、
検
討
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

シ
ョ
ン
や
社
会
奉
仕
命
令
と
は
異
な
る
。
ま
た
、

パ
ロ
ー
ル
は
、
我
が
国
の
仮
釈
放
（
刑
法
二
八
条
）

と
そ
れ
に
引
き
続
い
て
な
さ
れ
る

(
c
o
m
m
u
n
i
t
y
 service o
r
d
e
r
)
 

パ
ロ
ー
ル

パ
ロ
ー
ル
は
、
拘
禁
刑
で
服
役
し
た
者
を
早
期
に

一
九
九
九
年
刑
事
司
法
法
は
、

ー

．

概

要

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

拘
禁
刑
の
執
行
を
抑
制
す
る
た
め
、

許
可
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
な
お
、

1
5
6ー

1
5
7
.

ナ
ウ
ル
共
和
国
て
教
育
を
受
け
れ
ば
、
法
務
代
理
人
に
な
る
こ
と
が
て
き
る
。
D
e
k
l
i
n
,
supra note 2
,
 
at 

Art. 5
0
,
 5
1
 T
h
e
 Constitution of N
a
u
r
u
.
 

Art. 5
4
 T
h
e
 Constitution of N
a
u
r
u
.
 

Art. 5
5
 T
h
e
 Constitution of N
a
u
r
u
.
 

Art. 5
7
 T
h
e
 Constitution of N
a
u
r
u
.
 

Art. 5
6
 T
h
e
 Constitution of N
a
u
r
u
.
 

一
九
九
九
年
刑
事
司
法
法

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン

(parole)

を
規
定
し
た
。
こ
の
う
ち
、

(
p
r
o
b
a
t
i
o
n
)
、
社
会
奉
仕
命
令



裁
判
所
は
、
拘
禁
刑
に
代
え
て
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
命
令

(
p
r
o
b
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
)

を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間

(23) 

は
、
一
年
以
上
の
拘
禁
刑
の
場
合
、
一
年
以
上
一
二
年
以
下
と
さ
れ
、
一
年
未
満
の
拘
禁
刑
の
場
合
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
と
さ
れ
る
。(24) 

な
お
、
後
述
の
社
会
奉
仕
命
令
が
科
さ
れ
る
場
合
、
社
会
奉
仕
命
令
の
終
期
か
ら
一
年
以
内
に
終
了
す
る
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
付
し
う
る
。

こ
の
場
合
、
社
会
奉
仕
命
令
と
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
併
科
す
る
こ
と
も
、
社
会
奉
仕
命
令
終
了
後
に
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め
る
よ
う
に

(25) 

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

(26) 

ま
た
、
拘
禁
刑
を
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
命
令
に
代
え
た
場
合
、
罰
金
刑

(fine)

を
併
科
ず
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
罰
金
刑
を
併
科
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
軽
微
事
犯
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
や
ス
テ
ィ
グ
マ
を
匝
避
し
つ
つ
、
社
会
内
で
プ
ロ

(22) 武廿ハ

な
お
、

科

ss. 
3
6ー

4
0

C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(
p
a
r
o
l
e
)
 

(22) 

と
し
て
、
「
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
が
科
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
、
施
設
収
容
な
し
に
社
会
内
で
監
督
な
ど
を
行
な
う
も
の
を
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
、
施
設
収
容
後
に
社
会
内
で

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
で
用
い
ら
れ
、
我
が
国
で
も
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、

パ
ロ
ー
ル
と
し
て
科
さ
れ
る
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
「
パ
ロ
ー
ル
と

し
て
の
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
、
施
設
収
容
な
し
に
科
さ
れ
る
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
「
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
拘
禁
刑
の
代
替
刑
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
代
替
し
た

2
．
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン

監
督
な
ど
を
行
な
う
も
の
を
パ
ロ
ー
ル
と
す
る
、

一
九
九
九
年
刑
事
司
法
法
で
は
、

関

法

第

五

七

巻

六

号

゜
、
ロ
ー
レ

J

)

 

1
0
0
 
(
1
0
六
四
）



ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
被
告
人
が
拘
禁
刑
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
で
有
罪
認
定
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
が
最
も
適
切

③

賦

科

手

続

(
C
h
i
e
f
 P
r
o
b
a
t
i
o
n
 0
 fficer)

と
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ

(27) 

い
ず
れ
も
、
国
務
長
官

(
C
h
i
e
f
S
e
c
r
e
t
a
r
y
)

が
任
命
す
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ

(28) 

ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
に
つ
い
て
は
、
司
法
大
臣

(
M
i
n
i
s
t
e
r
)

も
任
命
権
者
で
あ
る
。

フ
ィ
サ
ー

(
p
r
o
b
a
t
i
o
n
 officer) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
担
う
の
は
、
首
席
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー

②

運

営

主

体

1
0
 

(
1
0
六
五
）

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
犯
罪
者
の
監
督
を
行
な
っ
て
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
拘
禁
の
た
め
の

限
ら
れ
た
人
的
資
源
や
物
的
資
源
を
拘
禁
に
値
す
る
重
大
で
危
険
な
犯
罪
者
に
集
中
で
ぎ
る
と
い
う
長
所
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
我
が
国
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
、
保
護
処
分
と
し
て
の
も
の
を
除
い
て
保
護
観
察
が
独
立
の
刑
事
制
裁
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
由

刑
の
代
替
刑
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
自
由
刑
受
刑
者
の
う
ち
、
か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
軽
微
な
財
産
犯
で
の
頻
回
受
刑
者

な
ど
に
は
、
自
由
刑
よ
り
も
保
護
観
察
を
利
用
し
、
社
会
復
帰
を
図
ら
せ
る
こ
と
が
、
犯
罪
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
。
ま
た
、
人
的
資

源
•
物
的
資
源
を
拘
禁
に
値
ず
る
犯
罪
者
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
不
要
な
費
用
を
削
減
で
き
、
国
民
に
と
っ
て
も
望
ま

し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ナ
ウ
ル
共
和
国
に
倣
い
、
自
由
刑
を
保
護
観
察
に
代
替
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
自
由
刑
と
保
護

観
察
で
は
、
刑
量
が
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
や
す
い
た
め
、
こ
こ
で
も
ま
た
、

シ
ョ
ン
に
罰
金
刑
を
併
科
で
ぎ
る
よ
う
に
す
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

で
あ
る
。

ナ
ウ
ル
共
和
国
に
倣
い
、
代
替
し
た
プ
ロ
ベ
ー



が
高
ま
る
こ
と
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

な
取
扱
い
方
を
判
断
す
る
こ
と
を
手
助
け
す
る
た
め
に
、
そ
の
者
の
性
格

(
c
h
a
r
a
c
t
e
r
)

き
る
。
ま
た
、
裁
判
所
か
ら
報
告
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
報
告
の
際
に
、
犯
罪
者
が
プ
ロ

(29) 

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
適
す
る
か
ど
う
か
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件
が
付
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
続
保
障
の

観
点
か
ら
、
裁
判
所
に
報
告
が
な
さ
れ
た
場
合
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
弁
護
人

(
c
o
u
n
s
e
l
)

に
そ
の
謄
本
を
示
さ
な

(30) 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
護
人
が
い
な
い
場
合
、
本
人
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
護
人
又
は
本
人
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
可
否
や

(31) 

条
件
の
付
加
に
つ
い
て
の
判
断
に
供
す
る
た
め
、
裁
判
所
に
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
報
告
や
証
拠

を
獣
酌
し
て
、
拘
禁
刑
に
代
え
て
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
賦
科
す
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
、
ま
た
、
賦
科
す
る
場
合
、
罰
金
刑
を
賦
科

す
る
か
ど
う
か
、
条
件
を
付
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
の
た
め
に
必
要
が
あ
れ
ば
、
手
続
を
停
止
で

(32) 

き
る
。プ

ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
科
さ
れ
た
場
合
、

(
R
e
g
i
s
t
e
r
 o
f
 t
h
e
 C
o
u
r
t
)
 

こ
の
よ
う
に
、

は
、
司
法
長
官

(
S
e
c
r
e
t
a
r
y
f
o
r
 J
u
s
t
i
c
e
)
 

や
経
歴
を
書
面
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で

ま
た
、
社
会
奉
仕
命
令
と
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
併
科
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
書
記
官

(34) 

に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
適
否
を
判
断
す
る
た
め
、
判
決
前
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

前
提
と
し
て
、
事
実
認
定
手
続
と
量
刑
手
続
が
二
分
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
も
、
よ
り
よ
い
量
刑
選
択
の
た
め
に
、
手
続
を
二
分
す
べ

き
で
あ
る
。
自
由
刑
を
保
護
観
察
で
代
替
す
る
際
に
は
、
社
会
の
安
全
の
た
め
に
、
社
会
内
処
遇
に
適
す
る
者
を
的
確
に
選
択
す
る
要
請

裁
判
所
の
判
断
に
対
し
て
は
、

関
法
第
五
七
巻
六
号

(33) 

上
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
0
 

(
1
0
六
六
）



ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

又
は
特
定
の
集
団

(class)

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
対
象
者
は
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
中
、

(
1
0
六
七
）

ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
の
飲
料
や
人
体
に

(35) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
監
督

(
s
u
p
e
r
v
i
s
e
)

を
受
け
る
。

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
首
席
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
指
示
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
ほ
か
、
対
象
者
の
社
会
復

帰
を
援
助
し
、
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
に
、
対
象
者
を
監
督
し
、
助
言
し
、
援
助
し
、
可
能
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
扶
助

(
b
e
f
r
i
e
n
d
)

(36) 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
そ
の
権
限
及
び
義
務
の
行
使
の
際
に
、
警
察
官

(
p
o
l
i
c
e
officer)

と

(37) 

同
様
の
権
限
、
権
能
、
保
護
、
特
権
を
有
す
る
。

(38) 

対
象
者
は
、
全
て
の
対
象
者
に
妥
当
す
る
一
般
的
な
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
始
期
か
ら
二
四

時
間
以
内
に
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
付
さ
れ
た
こ
と
を
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
プ
ロ

ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
が
承
認
し
な
い
住
所
に
居
住
し
た
り
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
が
承
認
し
な
い
職
業
に
従
事
し
た

り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
住
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
そ
の
意
息
を
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
が
交
際
し
な
い
よ
う
書
面
に
よ
り
警
告
し
た
特
定
の
者
又
は
特
定
の
集
団

(class) 

の
者
と
交
際
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
る
。
以
上
に
加
え
て
、
善
行

(
g
o
o
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
)

を
維
持
し
、
再
犯
を
行
な
わ
な
い
こ

と
に
よ
り
、
平
和

(
p
e
a
c
e
)

を
保
つ
と
い
う
一
般
的
義
務
を
負
う
。

(39) 

ま
た
、
個
々
の
対
象
者
ご
と
に
設
定
さ
れ
る
追
加
的
な
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
条
件
に
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的

に
は
、
い
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
付
さ
れ
た
犯
罪
の
訴
追
に
要
し
た
費
用
を
分
割
払
で
の
支
払
、
国

有
害
な
薬
物
の
摂
取
の
禁
止
、
い
単
独
又
は
共
同
で
特
定
の
物
品
又
は
特
定
の
種
類
の
物
品
を
所
有
す
る
こ
と
の
禁
止
、
い
特
定
の
者

④

制

裁

内

容

の
者
と
の
交
際
の
禁
止
、
い
特
定
の
教
育
課
程
又
は
訓
練
課
程
の
履
修
、
い
裁
判
所
が
適
切
と
思
料
す

1
0
三



る
居
住
場
所
や
就
労
に
関
連
す
る
条
件
、
①
裁
判
所
が
必
要
と
思
料
す
る
善
行
や
犯
罪
抑
止
の
た
め
の
条
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
社
会
奉
仕

(40) 

命
令
が
併
科
さ
れ
る
場
合
、
い
、
い
、
図
の
条
件
に
限
定
さ
れ
る
。
①
裁
判
所
が
必
要
と
思
料
す
る
善
行
や
犯
罪
抑
止
の
た
め
の
条
件

と
し
て
は
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
支
払
な
ど
が
し
ば
し
ば
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
支
払
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
追
加
的
条
件
と
し
て
分
割
払
で
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
等
が
民
事
上
の
損
害
賠
償
で
即
時
の
全
額
支
払
を
求
め
る
こ
と
は
妨

(41) 

げ
ら
れ
な
い
。

(42) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
記
載
し
た
書
面
を
対
象
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
の
た
め
に
、
刑
事
司
法
機
関
が
要
し
た
費
用
や
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
う
る
点
が

特
徴
的
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
、
保
護
観
察
の
遵
守
事
項
と
し
て
で
は
な
く
、
手
続
保
障
を
行
な
い
つ
つ
、
改
善
•
更
生
・
社
会
復
帰
の

契
機
と
し
、
被
害
者
や
国
民
の
納
得
を
得
や
す
く
す
る
た
め
、
自
己
の
行
為
が
惹
起
し
た
結
果
を
認
識
さ
せ
る
べ
く
、
被
害
弁
償
命
令
と

(43) 

費
用
支
払
命
令
と
い
う
刑
事
制
裁
と
し
て
、
導
人
す
る
ぺ
き
で
あ
る
。

5
 

対
象
者
は
、
付
さ
れ
た
条
件
の
軽
減
、
延
期
、
変
更
を
い
つ
で
も
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期

(44) 

間
の
半
分
が
経
過
し
た
後
、
命
令
の
解
除
を
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
①

条
件
の
軽
減
、
延
期
、
変
更
、
②
追
加
的
な
条
件
の
付
加
、
③
期
間
の
延
長
を
い
つ
で
も
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、

(45) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
の
半
分
が
経
過
し
た
後
、
命
令
の
解
除
を
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
申
立
て
は
、
プ
ロ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
級
裁
判
所
に
よ
り
賦
科
さ
れ
た
場
合
、
上
級
裁
判
所
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
地
方
裁
判
所

修
正
手
続

関
法
第
五
七
巻
六
号
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ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

に
よ
り
賦
科
さ
れ
た
場
合
や
地
方
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
に
よ
り
上
級
裁
判
所
に
よ
り
賦
科
さ
れ
た
場
合
、
地
方
裁
判
所
へ
行
な
わ
な
け
れ

(46) 

ば
な
ら
な
い
。
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
、
申
立
書
の
謄
本
は
、
裁
判
所
事
務
所
に
備
え
置
き
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
や
対
象

(47) 

者
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
追
加
的
条
件
と
し
て
、
い
単
独
又
は
共
同
で
特
定
の
物
品
又
は

特
定
の
種
類
の
物
品
を
所
有
す
る
こ
と
の
禁
止
、
い
特
定
の
者
又
は
特
定
の
集
団

(
c
l
a
s
s
)

育
課
程
又
は
訓
練
課
程
の
履
修
、
い
裁
判
所
が
適
切
と
思
料
す
る
居
住
場
所
や
就
労
に
関
連
す
る
条
件
の
軽
減
、
延
期
、
変
更
が
申
立

て
ら
れ
た
場
合
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
聴
聞
や
決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
条
件
の
執
行
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き

(48) 
る。

各
裁
判
所
は
、
公
開
又
は
非
公
開
で
聴
聞
を
行
な
い
、
対
象
者
の
状
況
の
変
化
や
他
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
阻
酌
し
て
、
申
立
て
に
基
づ(49) 

き
、
田
条
件
の
軽
減
、
延
期
、
変
更
、
国
命
令
の
解
除
、
口
追
加
的
な
条
件
の
付
加
、
い
期
間
の
延
長
を
決
定
す
る
こ
と
が
て
き
る
。

但
し
、
田
期
間
の
延
長
の
場
合
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
が
賦
科
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
始
期
か
ら
三
年
を
超

え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
社
会
奉
仕
命
令
が
併
科
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
社
会
奉
仕
命
令
の
終
期
か
ら
一
年
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ

(

5

0

)

(

5

1

)
 

な
い
。
こ
れ
ら
の
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
司
法
長
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
が
柔
軟
に
変
更
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
対
象
者
が
自
ら
プ
ロ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
解
除
を
で
き
る
よ
う
巾
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件
違
反
又
は
条
件
不
遵
守
の
場
合
、

(6) 

違
反
に
対
す
る
制
裁

1
0
五

(
1
0
六
九
）

(52) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
と
な
る
。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
や
警

の
者
と
の
交
際
の
禁
止
、
い
特
定
の
教



(
1
0
七
0
)

察
官
は
、
対
象
者
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
違
反
し
た
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
、
令
状
な
く
し
て
逮
捕

(arrest)

で

(53) 

き
る
。
裁
判
所
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
の
情
報
の
提
供
を
受
け
た
場
合
、
聴
間
の
た
め
に
召
喚
令
状
を
発
付
で
き
、
宣
誓
に
よ
り
情

(54) 

報
が
提
供
さ
れ
た
場
合
、
即
時
に
逮
捕
令
状
を
発
付
で
き
る
。

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
が
あ
っ
た
と
裁
判
所
で
認
定
さ
れ
た
場
合
、
対
象
者
は
、
三
月
を
超
え
な
い
拘
禁
刑
又
は
一

0
0
オ
ー
ス
ト
ラ

(
A
U
D
)
 
（
約
八
、
五

0
0
円。

リ
ア
ド
ル

(55) 

あ
る
。
例
外
的
に
、
拘
禁
刑
や
罰
金
刑
の
賦
科
に
代
え
て
、

-
A
U
D
八
五
円
で
換
算
。
以
下
同
じ
）
を
超
え
な
い
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
の
が
原
則
で

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
の
延
長
、
社
会
奉
仕
命
令
の
期
間
の
延
長
、
プ
ロ

(56) 

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件
の
変
更
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
追
加
的
条
件
の
付
加
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
期
間
の
延
長
の
場
合
、
プ

ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
が
賦
科
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
始
期
か
ら
三
年
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
杜
会
奉
仕
命

令
が
併
科
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
社
会
奉
仕
命
令
の
終
期
か
ら
一
年
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

追
を
受
け
た
と
き
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、

罰
金
刑
が
併
科
さ
れ
た
場
合
で
、
い
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
中
に
別
罪
で
有
罪
認
定
さ
れ
た
と
き
、

5
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
で
訴

(57) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
継
続
す
る
よ
う
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
申
立
て
は
、

シ
ョ
ン
が
地
方
裁
判
所
に
よ
り
賦
科
さ
れ
た
場
合
や
地
方
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
に
よ
り
上
級
裁
判
所
に
よ
り
賦
科
さ
れ
た
場
合
、
地
方
裁

(58)

（

59) 

判
所
へ
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
、
申
立
て
が
行
な
わ
れ
る
と
、
申
立
て
の
内
容
が
対
象
者
に
通
知
さ
れ
る
。

申
立
て
に
対
し
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
命
じ
た
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
が
、
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
調
査
を
行
な
い
、
関
連
す
る
と
思
料

(60) 

す
る
証
拠
を
樹
酌
し
つ
つ
、
対
象
者
の
聴
聞
を
行
な
う
。
そ
の
上
で
、
拘
禁
刑
な
ど
の
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
刑
事
制
裁
を
賦
科
す
る

(61) 

か
、
新
た
に
罰
金
刑
を
賦
科
す
る
か
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
継
続
す
る
か
が
判
断
さ
れ
る
。

関
法

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
級
裁
判
所
に
よ
り
賦
科
さ
れ
た
場
合
、
上
級
裁
判
所
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

第
五
七
巻
六
号

1
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六

プ
ロ
ベ
ー



(65) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
終
期
に
終
了
ず
る
。
但
し
、
終
了
後
六
ヶ
月
以
内
に
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
中
の
プ
ロ

ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
が
発
覚
し
た
場
合
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
中
に
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
が
発
覚
し
た
と
き
と
同
様
の
取
扱
い
が
な
さ

(66) 

れ
る
。

(7) 

ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1
0
七

対
象
者
が
、
別
罪
で
有
罪
認
定
さ
れ
、
無
期
又
は
一
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
終
了
ず
る
。
対
象

そ
の
残
期
間
、

一
年
未
満
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
拘
禁
中
も
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
は
進
行
し
、
釈
放
後
、

(63) 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
付
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
が
変
更
さ
れ
た
り
、
別
の
刑
事
制
裁
が
賦
科
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
司
法

(64) 

長
官
に
そ
の
3

日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
の
場
合
、
た
だ
ち
に
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
取
消
し
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
選

択
肢
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
者
の
性
質
や
違
反
の
事
情
に
照
ら
し
て
適
切
な
選
択
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
違
反
時
に
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
す
ぐ
さ
ま
取
消
さ
れ
る
と
な
る
と
、

取
消
し
を
行
な
う
ほ
ど
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
軽
微
な
違
反
で
あ
る
場
合
に
、
違
反
を
不
問
に
付
す
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
や
す
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
、

終
了
及
ひ
解
除

者
が
、
別
罪
で
有
罪
認
定
さ
れ
、

と
も
す
れ
ば
、
対
象
者
に
多
少
の
違
反
は
構
わ
な
い
と
い
う
感
覚
を
持
た
せ
や
す
い
。

(
1
0
七
一
）

ナ
ウ
ル
共
和
国

の
よ
う
に
、
違
反
に
対
し
て
種
々
の
選
択
肢
を
用
意
す
れ
ば
、
違
反
の
際
の
手
続
を
進
め
や
す
く
、
シ
ョ
ッ
ク
効
果
を
対
象
者
に
与
え
る

一
方
、
対
象
者
又
は
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
そ
の
終
期
前
に
裁
判
所
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
解
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ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

②

運

嘗

主

体

会
奉
仕
作
業
を
科
す
こ
と
が
で
き
、
罰
金
刑
の
不
払
に
対
し
て
、
社
会
奉
仕
命
令
が
科
さ
れ
た
場
合
、
未
払
の
罰
金
額
の
支
払
義
務
は
消

(73) 

滅
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、

会
奉
仕
命
令
に
罰
金
刑
を
併
科
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
同
様
に
、
対
象
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
し
、
人
的
資
源
や
物

的
資
源
を
拘
禁
に
値
す
る
重
大
で
危
険
な
犯
罪
者
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
、
社
会
奉
仕
命
令
を
一
九
七
二
年
に
世
界
で

(74) 

初
め
て
導
入
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
、
種
々
の
間
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
作
業
や
監
督
者

の
確
保
な
ど
の
難
点
を
解
決
す
る
必
要
が
予
想
さ
れ
る
も
の
の
、
自
由
刑
受
刑
者
の
う
ち
、

の
頻
回
受
刑
者
な
ど
へ
の
賦
科
を
意
図
し
て
、
社
会
奉
仕
命
令
の
導
入
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
全
額
免
除
を
行
な
う
か
、

ま
た
、
罰
金
刑
の
不
払
を
理
由
に
す
る
拘
禁
刑
の
代
替
刑
と
し
て
も
、
社
会
奉
仕
命
令
を
利
用
で
き
る
。
罰
金
刑
の
不
払
の
場
合
に
、

(75) 

ド
イ
ツ
の
よ
う
に
公
益
労
働
で
代
替
さ
せ
る
か
は
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
罰
金
刑

の
目
的
を
再
検
討
し
つ
つ
、
一
部
免
除
や
全
額
免
除
が
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
た
場
合
に
、
ど
の
程
度
支
払
率
が
変
化
す
る
か
、
試
行
し
て

調
査
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、
有
罪
認
定
が
な
く
と
も
、
社
会
奉
仕
命
令
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
刑
事
司
法
機
関
の
負
担
を

(77) 

減
ら
そ
う
と
す
る
目
的
が
看
取
で
き
る
。
し
か
し
、
我
が
国
で
は
、
交
通
反
則
金
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利

（
憲
法
一
―
―
―
一
条
）

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、
社
会
奉
仕
命
令
を
拘
禁
刑
の
代
替
刑
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
代
替
し
た
社

か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
軽
微
な
財
産
犯
て

や
適
正
手
続
保
障
（
憲
法
一
―
―
一
条
）
が
害
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
賦
科
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
0
七
五
）



賦
科
手
続

(
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 S
e
r
v
i
c
e
 G
r
o
u
p
)
 

フ
ィ
サ
ー
は
、
職
務
上
、
社
会
奉
仕
グ
ル
ー
プ
の
首
席
統
制
官

(
C
h
i
e
f
Controller) 

席
統
制
官
は
、
社
会
奉
仕
作
業
グ
ル
ー
プ
の
一
般
的
執
行
、
統
制
、
監
督
の
責
任
を
負
い
、

上
、
統
制
官

(Controller)

――ニ
(78) 

で
あ
る
。
首
席
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ

と
な
っ
て
、
司
法
長
官
の
指
示
に
基
づ
き
、
首

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
職
務

(79) 

と
な
っ
て
、
社
会
奉
仕
作
業
グ
ル
ー
プ
の
統
制
と
監
督
を
行
な
う
。

作
業
の
監
督
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
奉
仕
作
業
を
所
定
の
時
間
行
な
う
こ
と
を
単
純
に
確
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
処
遇
効
果
を
向
上
さ

せ
る
た
め
に
、
作
業
の
動
機
付
け
を
行
な
い
、
作
業
の
意
義
や
効
果
を
対
象
者
に
理
解
さ
せ
、
対
象
者
に
真
摯
に
作
業
に
取
り
組
ま
せ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
違
反
時
の
処
分
を
厳
格
に
行
な
う
こ
と
も
要
請
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
我
が
国
で
導
入
す

る
場
合
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
作
業
の
監
督
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
、

(80) 

作
業
の
監
督
を
実
際
に
行
な
う
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

ナ
ウ
ル
共
和
国
の
よ
う
に
、
保
護
観
察
官
が

3
 

裁
判
所
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
か
ら
、
被
告
人
の
性
格
、
経
歴
、
関
連
す
る
状
況
の
報
告
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
考
慮
し

(81) 

て
、
社
会
奉
仕
命
令
を
科
す
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
の
た
め
に
必
要
が
あ
れ
ば
、

(82) 

手
続
を
停
止
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
報
告
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
受
け
た
報
告
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
社
会
奉
仕
命
令
が
科
さ
れ
た
場
合

で
も
、
当
該
命
令
は
無
効
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
報
告
を
受
け
、
命
令
が
科
さ
れ
た
場
合
で
も
、
対
象
者
、
検
察
官

(prosecutor)
、
国
i

の
ft理
人
が
、

関
法
第
五
七
巻
六
号

い
つ
で
も
再
審
理
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
再
審
理
の
申
立
て
を
す
れ
ば

社
会
奉
仕
命
令
を
担
う
の
は
、
社
会
奉
仕
作
業
グ
ル
ー
プ

(
1
0
七
六
）



ナ
ウ
ル
共
利
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

ま
た
、
罰
金
刑
の
不
払
に
対
し
て
社
会
奉
仕
命
令
が
科
さ
れ
た
場
合
、
対
象
者
は
、
言
渡
し
後
七
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
に
当
該

(85) 

命
令
の
延
期
、
変
更
、
取
消
し
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
判
断
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
命
令

(86) 

の
執
行
は
延
期
さ
れ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
社
会
奉
仕
命
令
を
科
す
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
命
令
に
お
い
て
、
命
令
に
服
す
る
時
間
を
一
週
間
あ
た
り

(87) 

―
―
一
時
間
以
内
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
。
但
し
、
毎
週
同
じ
時
間
の
量
で
な
く
と
も
よ
い
。
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
、
対
象
者

は
、
命
令
の
履
行
に
つ
い
て
、
統
制
官
に
毎
週
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
対
象
者
が
報
告
を
行
な
う
統
制
官
や
毎
週
の
報
告

(88) 

回
数
も
、
命
令
に
お
い
て
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、
事
実
認
定
手
続
と
量
刑
手
続
が
二
分
さ
れ
、
社
会
奉
仕
命
令
の
適
否
を
判
断
す
る
た

め
、
判
決
前
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
て
き
る
。
我
が
国
で
も
、
よ
り
よ
い
量
刑
選
択
の
た
め
に
、
手
続
を
一
―
分
す
べ
き
で
あ
る

C

役
立
つ
と
思
料
す
る
活
動
へ
の
参
加
、

社
会
奉
仕
命
令
の
内
容
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
統
制
官
が
適
切
と
思
料
す
る
作
業
だ
け
で
な
く
、
統
制
官
が
改
善
•
更
生
や
訓
練
に

(89) 

ク
ラ
ス
や
グ
ル
ー
プ
ヘ
の
出
席
、
教
育
の
受
講
も
内
容
と
な
る
。

作
業
を
行
な
う
よ
う
求
め
ら
れ
る
場
合
、
ぃ
病
院
、
教
会
、
慈
善
施
設
、
教
育
施
設
で
の
作
業
、
国
高
齢
者
、
虚
弱
者

(
i
n
f
i
r
m
)
、

障
害
者
の
家
又
は
施
設
で
の
作
業
、
い
国
又
は
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
公
共
団
体
に
よ
り
所
有
、
•
借
用
、
占
有
、
管
理
さ
れ
て
い
る
土

の
掃
除
、
海
岸
の
浸
食
の
防
止
、
そ
の
他
の
環
境

地
で
の
作
業
、
い
公
衆
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
場
所
で
の
ゴ
ミ
又
は
破
片

(
d
e
b
r
i
s
)

④

制

裁

内

容
(84) 

足
り
る
か
ら
で
あ
る
。

~ 
(
1
0
七
七
）



(
1
0
七
八
）

(90) 

保
護
及
び
環
境
保
全
活
動
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
作
業
に
報
酬
は
支
払
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
報
酬
の
作
業
が
常
用
被
雇
用
者
の
雇

用
を
奪
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
常
用
雇
用
者
が
担
っ
て
い
る
業
務
以
外
か
ら
選
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(92) 

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

対
象
者
は
、
命
令
に
服
す
る
時
間
中
及
び
統
制
官
に
指
示
さ
れ
た
作
業
場
所
へ
の
移
動
中
、
統
制
官
の
法
的
統
制
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

(93)

（

94) 

ら
な
い
。
そ
し
て
、
命
令
に
服
す
る
時
間
中
は
、
統
制
官
の
統
制
、
指
示
、
監
督
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
統
制
官
は
、
社
会
奉
仕

作
業
グ
ル
ー
プ
に
関
連
す
る
権
限
及
び
義
務
の
執
行
の
際
に
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
と
同
じ
く
、
警

I

察
官
と
同
じ
権
限
、
権
能
、
保

(95) 

護
、
特
権
を
有
す
る
。

対
象
者
は
、
命
令
の
履
行
に
つ
い
て
、
統
制
官
に
毎
週
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
統
制
官
は
、
最
初
の
報
告
を
受
け
た
際
に
、

(96) 

毎
週
の
報
告
曜
日
と
時
間
を
決
定
し
、
対
象
者
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
主
席
統
制
官
は
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
、
報

告
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
社
会
奉
仕
作
業
グ
ル
ー
プ
は
、
報
告
が
対
象
者
の
通
学
、
就
業
、
宗
教
的
儀
式
へ
の
参
加
な
ど
の
支
障
と

(97) 

な
る
場
合
、
報
告
回
数
な
ど
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
が
国
で
導
入
す
る
場
合
、
作
業
の
確
保
を
ど
の
よ
う
に
図
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ナ
ウ
ル
共
和
国
同
様
、
公
共
ス
ペ
ー
ス
の
清
掃

(98) 

な
ど
の
ほ
か
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
で
の
作
業
が
こ
れ
ま
で
提
案
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
特
に
、
介
護
の
現
場
で
の
作
業
は
、

安
易
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
対
象
者
の
不
注
意
に
よ
り
、
被
介
護
者
が
負
傷
す
る
危
険
性
が
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。

被
介
護
者
が
犯
罪
者
か
ら
介
護
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
者
よ
り
も
、
被
介
護
者
が
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
お
り
、
被
介
護
者
が
社
会
奉
仕
命
令
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
と
な

る
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
対
象
者
を
受
け
入
れ
る
施
設
の
負
担
も
考
慮
さ
れ

関

法
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ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

違
反
に
対
ず
る
制
裁

固
修
正
手
続

意
を
得
る
こ
と
な
ど
の
調
整
が
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

―
―
五

(99) 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
と
も
す
れ
ば
、
社
会
奉
仕
命
令
と
し
て
の
介
護
の
実
践
は
、
対
象
者
が
弱
者
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
容

易
に
成
功
体
験
が
得
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
う
ま
く
い
け
ば
、
対
象
者
に
も
、
そ
し
て
被
介

護
者
に
も
よ
い
結
呆
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
象
者
の
選
定
だ
け
で
な
く
、
被
介
護
者
へ
の
説
明
や
同

(100) 

対
象
者
、
主
席
統
制
官
、
統
制
官
は
、
社
会
奉
仕
命
令
の
変
更
又
は
取
消
し
の
申
立
て
を
裁
判
所
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所

は
、
状
況
の
変
化
が
あ
っ
た
り
、
当
該
命
令
の
継
続
が
地
域
社
会
や
対
象
者
の
利
益
か
ら
見
て
不
必
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
命
令
を
取

(101) 

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

6
 

対
象
者
が
、
田
合
理
的
な
理
由
な
く
し
て
、
統
制
官
に
命
令
の
履
行
の
報
告
を
行
な
わ
な
い
場
合
、
国
合
理
的
な
理
由
な
く
し
て
、

作
業
場
所
の
報
告
を
行
な
わ
な
い
場
合
、
い
合
理
的
な
理
由
な
く
し
て
、
社
会
奉
仕
グ
ル
ー
プ
の
規
則
や
統
制
官
の
指
示
に
従
わ
な
い

場
合
、
い
合
理
的
な
理
由
な
く
し
て
、
作
業
場
所
か
ら
命
令
さ
れ
た
時
間
に
離
れ
た
場
合
、
い
作
業
の
際
に
、
怠
慢
、
不
注
意
、
拒
否
、

放
棄
、
故
意
に
な
さ
れ
た
不
適
切
な
行
動
な
ど
が
見
ら
れ
た
場
合
、
（
命
令
の
履
行
中
に
、
虐
待
的
な
、
無
礼
な

(insolent)
、
侮
辱

的
な
、
脅
迫
的
な
、
冒
漬
的
な

(
p
r
o
f
a
n
e
)
、
わ
い
せ
つ
な
又
は
汚
い

(
o
b
s
c
e
n
e
)

言
葉
を
用
い
た
り
、
書
い
た
り
し
た
場
合
、
①
命

令
の
履
行
中
に
、
攻
撃
的
な
、
脅
迫
的
な
、
無
礼
な
、
侮
辱
的
な
、
乱
暴
な
又
は
わ
い
せ
つ
な
行
動
を
し
た
場
合
、
六
月
を
超
え
な
い
拘

(
1
0
七
九
）



―
―
六

(102) 

（
約
一
七
、

0
0
0
円
）
を
超
え
な
い
罰
金
刑
又
は
そ
の
両
方
に
処
せ
ら
れ
る
。

(
1
0
八
0
)

一
方
、
社
会
奉

対
象
者
が
社
会
奉
仕
命
令
の
期
間
中
に
新
た
に
犯
罪
を
行
な
っ
た
場
合
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
、
主
席
統
制
官
又
は
司
法

(103) 

省

(
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

。こ
ustice)

の
職
員
が
裁
判
所
に
報
告
を
行
な
う
。
社
会
奉
仕
命
令
の
期
間
中
に
社
会
奉
仕
命
令
が
科
さ
れ
た
行
為

(104) 

以
外
の
別
罪
で
有
罪
認
定
さ
れ
、
無
期
又
は
一
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
社
会
奉
仕
命
令
は
終
了
す
る
。

仕
命
令
期
間
中
に
社
会
奉
仕
命
令
が
科
さ
れ
た
行
為
以
外
の
別
罪
で
有
罪
認
定
さ
れ
、
無
期
又
は
一
年
以
上
の
拘
禁
刑
以
外
に
処
せ
ら
れ

(105) 

た
場
合
、
社
会
奉
仕
命
令
を
終
了
す
る
よ
う
裁
判
所
は
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
社
会
奉
仕
命
令
に
違
反
し
た
と
し
て
訴
追

さ
れ
、
有
罪
認
定
さ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。
裁
判
所
に
よ
り
杜
会
奉
仕
命
令
の
終
了
が
命
じ
ら
れ
な
い
場
合
、
拘
禁
刑
の
服
役
中
も
社

(106) 

会
奉
仕
命
令
の
期
間
は
進
行
し
、
対
象
者
は
拘
禁
刑
の
釈
放
時
に
残
期
間
の
社
会
奉
仕
命
令
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
裁
判

所
に
よ
り
社
会
奉
仕
命
令
の
終
了
が
命
じ
ら
れ
な
い
場
合
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
裁
判
所
に
社
会
奉
仕
命
令
の
代
替
刑
を

(107) 

賦
科
す
る
よ
う
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
か
か
る
申
立
て
を
行
な
っ
た
場
合
、
手
続

(108) 

保
障
の
た
め
、
対
象
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
者
が
社
会
奉
仕
命
令
に
違
反
し
た
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
場
合
、

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
そ
の
訴
追
に
関
わ
る
聴
聞
の
前
に
、
有
罪
認
定
さ
れ
れ
ば
、
代
替
刑
に
処
す
手
続
が
進
み
う
る
こ

(109) 

と
を
対
象
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
代
替
刑
を
賦
科
す
べ
き
か
判
断
す
る
た
め
に
、
状
況
を
調
査
し
、
関
連
す
る

(llO) 

と
思
料
す
る
証
拠
を
調
ぺ
、
聴
聞
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
代
替
刑
は
、
社
会
奉
仕
命
令
が
拘
禁
刑
に
代
え
て
科
さ
れ
て
い
た
場
合
、

本
来
科
し
え
た
刑
事
制
裁
の
中
か
ら
選
択
さ
れ
る
。
社
会
奉
仕
命
令
が
罰
金
刑
の
不
払
に
よ
る
拘
禁
刑
に
代
え
て
科
さ
れ
て
い
た
場
合
、

本
来
科
し
え
た
拘
禁
刑
の
期
間
の
限
度
で
拘
禁
刑
が
科
さ
れ
う
る
こ
の
よ
う
に
し
て
代
替
刑
が
科
さ
れ
れ
ば
、
社
会
奉
仕
命
令
は
終
了

(112 

す
る

禁
刑
、
二

O
O
A
U
D

関
法
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五
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ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策

⑦

終

了

が
で
き
る
た
め
、
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

―
―
七

な
お
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
対
象
者
以
外
で
あ
っ
て
も
、
法
律
上
の
正
当
な
理
由
な
く
し
て
、
作
業
場
所
を
徘
徊
し
‘
齊
言
察
官
又
は
統
制

官
か
ら
警
告
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
退
去
を
拒
否
し
た
り
、
実
行
し
な
か
っ
た
り
し
た
者
は
、

(113) 

を
超
え
な
い
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

-
O
O
A
U
D
 （
約
八
、
五

0
0
円）

。
フ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
違
反
の
場
合
と
同
様
、
た
だ
ち
に
社
会
奉
仕
命
令
が
取
消
し
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
選
択
肢
が
提
供
さ
れ

て
い
る
。
犯
罪
者
の
性
質
や
違
反
の
事
情
に
照
ら
し
て
適
切
な
選
択
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
シ
ョ
ッ
ク
効
果
を
対
象
者
に
与
え
る
こ
と

社
会
奉
仕
命
令
は
、
そ
の
終
期
に
終
了
す
る
。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
は
異
な
り
、
終
期
前
に
解
除
ず
る
制
度
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。

(70) 
s. 
2
2
 (
1
)
 
C
r
i
m
i
n
a
こ
ustice
A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(71) 
s. 
2
2
 (3
)

 

C
r
i
m
i
n
a
こ
ustice
A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(72) 
s. 
2
2
 (
2
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 Justice A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(73) 
s. 
2
3
 C
r
i
m
i
n
a
l
 Justice A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(74)

そ
の
日
的
の
曖
昧
さ
、
拘
禁
刑
の
代
替
手
段
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
、
運
用
面
で
著
し
い
地
域
差
が
あ
る
こ
と
、
違

反
者
の
処
理
に
関
す
る
基
準
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
再
犯
防
止
効
果
が
実
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
社
会
奉
仕
命
令
と
拘
禁
刑
の
関
係
な
ど

量
刑
原
則
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
提
出
す
る
社
会
調
査
報
告
書
の
影
響
力
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
、
作
業

監
督
者
の
知
識
・
資
質
・
能
力
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
、
失
業
者
に
は
余
暇
時
間
の
剥
奪
と
い
う
制
裁
的
意
味
が
失
わ
れ
る
こ
と
な
ど
の
問
題

が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
三
宅
孝
之
「
社
会
内
処
遇
と
し
て
の
社
会
奉
仕
命
令
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
歩
み
ー
_
_
 」
沖
法
九
号
(
-
九

八
一
）
二
三
頁
以
下
、
六

0
ー
六
七
頁
、
同
「
社
会
奉
仕
命
令
の
一
考
察
イ
ギ
リ
ス
で
の
論
議
を
み
て
ー
」
沖
法
一

0
号
(
-
九
八
二
）

(
1
0
八
一
）



三
九
頁
以
下
、
六
七
ー
七
三
頁
、
同
「
社
会
奉
仕
命
令
の
一
考
察
|
|
、
イ
ギ
リ
ス
の
歩
み
と
論
議
を
み
て
ー
」
刑
雑
二
五
巻
一
―
-
1
1

四
号

八
三
）
五
六
頁
以
下
、
六
五
ー
六
七
頁
、
瀬
川
晃
「
社
会
内
処
遇
の
新
た
な
展
開
と
そ
の
限
界
「
社
会
奉
仕
命
令
」
の
批
判
的
検
討
—
~
」

犯
罪
と
非
行
六
二
号
(
-
九
八
四
）
二
頁
以
下
、
一
五
ー
ニ
四
頁
、
鈴
木
康
之
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
奉
仕
命
令
|
|
|
そ
の
現
状
と
問
題
点

—
|
」
家
月
四
三
巻
五
号
(
-
九
九
一
）
一
頁
以
下
、
二

0
ー
ニ
ニ
頁
、
朝
倉
京
一
「
刑
事
制
裁
と
し
て
の
社
会
奉
仕
命
令
」
ひ
ろ
ば
四
五
巻
五

号
(
-
九
九
二
）
五
一
一
頁
以
下
、
五
五
頁
、
柳
本
正
春
「
刑
罰
と
し
て
の
社
会
奉
仕
命
令
」
亜
法
二
九
巻
一
号
(
-
九
九
四
）
二
五
頁
以
下
、
三

七
ー
四
二
頁
。
瀬
川
晃
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
犯
罪
者
処
遇
と
犯
罪
学
の
現
状
お
よ
び
課
題
」
刑
雑
二
四
巻
二
号
(
-
九
八
一
）
一
七
五
頁
以
下
、

一
九
五
頁
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
社
会
奉
仕
命
令
の
評
価
に
つ
い
て
、
当
初
か
ら
「
熱
狂
主
義
」
が
支
配
的
て
あ
る
と

批
判
的
に
分
析
す
る
よ
う
に
、
社
会
奉
仕
命
令
も
、
他
の
刑
事
制
裁
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
罪
種
の
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
者
に
適
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。
も
っ
と
も
、
罪
種
や
犯
罪
者
を
限
定
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(75)

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ハ
ン
ス
・
ヴ
ー
ン
・
フ
ー
フ
ァ
ル
著
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
刑
の
不
払
に
対
す
る
拘

禁
刑
』
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
五
巻
六
号
（
二

0
0
六
）
二

0
―
頁
以
下
。
ド
イ
ツ
で
の
取
組
み
の
一
端
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
拙
稿

「
フ
リ
ー
ダ
ー
・
デ
ュ
ン
ケ
ル
著
『
罰
金
刑
不
払
に
よ
り
刑
務
所
へ
収
容
さ
れ
る
者
の
数
の
削
減
~
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
州

（
ド
イ
ツ
）
に
お
け
る
公
益
労
働
を
用
い
た
経
験
』
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
六
巻
一
号
（
二

0
0
六
）
二
五
六
頁
以
下
。

(76)

拙
稿
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
罰
金
刑
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
六
巻
一
―
11

三
号
（
二

0
0
六
）
―
一
六
五
頁
以
下
、
二
九
四
頁
。

(77)

拙
稿
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
反
則
金
と
我
が
国
の
交
通
反
則
金
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
七
巻
一
号
（
二

0
0
七
）
一
―
―
―
頁
以
下
、

0
ー
ニ
―
―
―
頁
。

s. 
1
9
 C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(78) 

(79) 
ss. 2
0
,
 2
1
 (
1
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(
8
0
)イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
も
、
作
梁
監
督
者
の
質
の
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
瀬
川
•
前
掲
注

(
7
4
)
二
三
頁
、
鈴
木
•
前
掲
注

(
7
4
)
-
―
―
頁
、
柳
本
•
前
掲
注
(
7
4
)
四
一
頁
。

(81) 
s. 
2
4
 (
1
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(82) 
s. 
4
1
 (
1
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

(83) 
s. 
2
4
 (
2
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

関
法
第
五
七
巻
六
号

八

(
1
0
八
二
）

（
一
九



（
す

S
e
e
s. 
2
4
 (3) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

（尉
s.
23 (5) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

（
定

s.
2
3
 (6) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

滋
）

s. 
2
5
 (2) 

(a), 
(3) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

（
筑

s.
2
5
 (2) 

(b), 
(d) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

ぼ
）

s. 
2
6
 (1), 

(2) 
Criminal Justice A

c
t
 1999. 

ほ）
s. 
2
6
 (3) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

は
）

s. 
2
6
 (5) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

（釣
s.
2
6
 (4) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

（宮）
s. 
2
1
 (2) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

(~
) 

s. 
21 (3) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

ほ）
s. 
21 (4) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

ぼ
）

s. 
2
5
 (1), 

(2) 
(c), 

(4) 
Criminal Justice A

c
t
 1999. 

ほ）
s. 
2
5
 (5), 

(6) 
Criminal Justice A

c
t
 1999. 
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1
く
迦
＜
式
←
志
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早
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（ま）
ャ
入
ぶ
八
\
~
忍
己
令
叶
ー
込
k
や
如

r
足
芦
ゃ
菜
心
郷
O
瓢
刺
茶
躙
二
塁
杓
菜
\
-
-
-
'
~

心
°

忌
姿

.
~ 忌

稟
日
は
）
回

I
1藍゚

（目）
s. 
2
7
 (1) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

国
）

s. 
2
7
 (2) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

（
笙

s.
2
9
 (1) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 

涅
）

s. 
2
8
 Criminal Justice A

c
t
 1999. 

（
声

s.
3
0
 (1) 

Criminal Justice A
c
t
 1999. 
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'
-
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全
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O
乏
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醍
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＊ 

る
と
と
も
に
、

ナ
ウ
ル
共
和
国
で
は
、

(113) 

(112) 

(111) 

(llO) 

(109) 

(108) 

(107) 

(106) 

(105) 

拘
禁
刑
に
代
え
て
、

四

．

お

わ

り

に

s. 
3
0
 (
2
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
3
0
 (
3
)
 
C
r
i
m
i
n
a
こ
ustice
A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
3
1
 (
1
)
,
 (
4

)

 

C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
3
1
 (
2
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 ,
 
Justice A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
3
1
 (
3
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
'
J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
3
1
 (
5

)

 

C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
3
1
 (6
)

 

C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
3
1
 (
7

)

 

C
r
i
m
i
n
a
l
 ,
 
Justice A
c
t
 1
9
9
9
.
 

s. 
2
9
 (
2
)
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
9
.
 

刑
者
の
う
ち
、

か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
軽
微
な
財
産
犯
で
の
頻
回
受
刑
者
な
ど
へ
の
適
用
を
目
指
し
て
、

社
会
奉
仕
命
令
を
導
入
す
る
べ
き
で
あ
る
。

校
正
中
に
刑
の
執
行
猶
予
に
社
会
奉
仕
命
令
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
本
年
中
に
国
会
に
提
出
さ

れ
る
見
込
み
で
あ
る
と
の
報
道
に
接
し
た
。

関

法

第

五

七

巻

六

号

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
社
会
奉
仕
命
令
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

――
1
0
 保

護
観
察
の
適
用
を
拡
大
す

我
が
国
で
も
、

(
1
0
八
四
）

自
由
刑
受


